
議案第１７６号 

 

   川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

            平成２４年１１月２６日提出 

                川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市市税条例の一部を改正する条例 

 川崎市市税条例（昭和２５年川崎市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

第２３条の５第１号中「する寄附金」の次に「（次項に規定する寄附金を除

く。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 法第３１４条の７第１項第４号に規定する条例で定める寄附金は、特定非

営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営

利活動法人の行う同条第１項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連す

る寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、別に定める条例

において規定する特定非営利活動法人に対するもの（その寄附をした者に特

別の利益が及ぶと認められるものを除く。）とする。 

第２３条の６の見出し中「指定手続」を「指定手続等」に改め、同条中「前

条」を「前条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 前条第２項の規定による寄附金を受け入れる特定非営利活動法人に係る基

準、手続等は、別に条例で定めるところによる。 

第２９条第１項中「から第４項まで」を「から第５項まで」に改める。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例第２３条の５第２項及び第２９条第１項の規定は、平成２５

年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２４年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 

 （川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 川崎市市税条例の一部を改正する条例（平成２０年川崎市条例第３８号）

の一部を次のように改正する。 

附則第６項中「川崎市市税条例の一部を改正する条例（平成２３年川崎市

条例第２７号）による改正後の条例第２３条の５」を「川崎市市税条例の一

部を改正する条例（平成２４年川崎市条例第  号）による改正後の条例第

２３条の５第１項」に、「同条第２号」を「同項第２号」に改める。 

 （川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 前項の規定による改正後の川崎市市税条例の一部を改正する条例附則第６

項の規定は、平成２５年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成２４年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地方税法第３１４条の７第１項第４号に規定する寄附金について、個人の市

民税の寄附金税額控除の対象とするため、この条例を制定するものである。 


